
議会だより
第２回定例会

議会の情報は下関市の
ホームページから

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

　６月９日から24日を会期として第２回下関市
議会定例会が開催されました。ここでは、提案さ
れた一般議案について、委員会での主な審査内容
を紹介します。
問　委員（議員）からの質疑など
答　市役所執行部からの答弁など

　
　
下
関
駅
の
自
転
車
駐
車
場

　
　
の
管
理
に
指
定
管
理
者

　
　
制
度
を
導
入
し
ま
す

　
下
関
駅
南
自
転
車
駐
車
場
、
下
関
駅

北
自
転
車
駐
車
場
、
下
関
駅
原
動
機
付

自
転
車
等
駐
車
場
に
つ
い
て
、
指
定
管

理
者
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

　
な
お
、
指
定
管
理
者
制
度
と
は
、
こ

れ
ま
で
市
役
所
を
は
じ
め
と
す
る
地
方

公
共
団
体
や
そ
の
外
郭
団
体
に
限
定
し

て
い
た
よ
う
な
施
設
の
管
理
・
運
営
を
、

株
式
会
社
を
は
じ
め
と
し
た
営
利
企
業・

財
団
法
人
・
市
民
グ
ル
ー
プ
な
ど
、
法

人
や
そ
の
他
の
団
体
に
代
行
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
制
度
で
す
。施
設
の
管
理・

運
営
だ
け
で
な
く
、
利
用
料
金
の
収
受

や
、
使
用
許
可
を
す
る
こ
と
な
ど
も
で

き
ま
す
。

　
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
場
合
に
は

議
会
の
議
決
が
必
要
で
す
。

問　
今
回
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入

す
る
理
由
は
何
で
す
か
。

答　
現
在
、
市
の
施
設
に
つ
い
て
、
指

定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
て
い
く
と
い

う
大
き
な
方
針
が
あ
り
ま
す
。
民
間
企

業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
す
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
　
本
庁
地
区
こ
ど
も
園
を

　
　
整
備
し
ま
す

　
老
朽
施
設
の
更
新
や
新
た
な
子
育
て

環
境
の
提
供
を
目
的
に
、
市
立
生
野
幼

稚
園
と
大
坪
、
千
草
、
高
尾
の
３
保
育

園
を
統
合
し
、
本
庁
地
区
こ
ど
も
園
を

整
備
す
る
た
め
、
幡
生
新
町（
旧
幡
生

ヤ
ー
ド
跡
地
）に
あ
る
約
６
６
０
０
平

方
㍍
の
土
地
を
、
下
関
市
土
地
開
発
公

社
か
ら
２
億
１
０
８
７
万
５
６
９
３
円

で
購
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

問　
今
回
の
統
廃
合
予
定
の
対
象
施
設

と
し
て
、
資
料
に
向
山
幼
稚
園
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
対
象
か
ら
は
ず

れ
た
の
で
す
か
。

答　
向
山
幼
稚
園
も
、
本
庁
地
区
こ
ど

も
園
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
今
回
の
議

案
説
明
資
料
で
は
、
こ
ど
も
園
を
整
備

　市議会では、市政の情報発信と議会活動
報告を通じて、市民に開かれた議会・市民
参加の議会を目指すために「市民と議会の
つどい」を開催しています。
　今年も、より多くの方に参加していただ
けるよう、現在準備を進めています。どな
たでも参加できますので、最寄りの会場ま
でお気軽に足をお運びください。

問議会事務局議事課
☎231-4121（直通）　6234-5171
Bgkgijika@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

開催日時・会場
月　日 時　間 場　　所

10月28日（金）午後６時 アブニール11月４日（金） 川棚公民館

11月11日（金）午後７時 下関市教育センター（教育委員会新庁舎〈幡生新町〉）

市民と議会のつどい　　　　　　　　
（平成27年10月30日　市民センター）

第６回「市民と議会のつどい」
　　　　　　　　　を開催します
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す
る
た
め
の
起
債
の
条
件
を
記
載
し
て

い
ま
す
。
向
山
小
学
校
と
一
体
的
な
構

造
で
あ
る
向
山
幼
稚
園
は
、
す
ぐ
に
取

り
壊
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

今
回
の
資
料
で
は
対
象
施
設
に
記
載
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、統
廃
合
の
対
象
で
す
。

問　
現
在
、
大
坪
保
育
園
に
あ
る
子
育

て
支
援
セ
ン
タ
ー
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

答　
大
坪
保
育
園
が
統
廃
合
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

は
幡
生
新
町
に
移
転
整
備
し
ま
す
。

　
　
豊
浦
・
大
津
環
境
浄
化

　
　
組
合
が
平
成
28
年
度
末
を

　
　
も
っ
て
解
散
し
ま
す

　
長
門
市
と
下
関
市
の
し
尿
の
終
末
処

理
に
関
す
る
事
務
を
共
同
処
理
す
る
こ

と
を
目
的
に
設
置
さ
れ
た
豊
浦
・
大
津

環
境
浄
化
組
合
は
、
平
成
29
年
３
月
31

日
に
解
散
し
ま
す
。
当
組
合
が
解
散
す

る
に
あ
た
り
、
事
務
の
引
き
継
ぎ
な
ど

に
つ
い
て
組
合
の
規
約
を
変
更
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
変
更
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

問　
解
散
に
あ
た
り
、
今
後
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

答　
９
月
に
開
催
さ
れ
る
議
会
に
、
組

合
の
解
散
に
伴
う
議
案
を
提
出
す
る
予

定
で
、
議
会
の
議
決
を
得
る
こ
と
が
で

き
た
ら
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
長
門
市

と
協
議
を
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。
そ

し
て
、
３
月
に
開
催
さ
れ
る
議
会
に
、

山
口
県
市
町
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す

る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
と
規
約

の
変
更
に
つ
い
て
の
議
案
を
提
出
す
る

予
定
で
す
。

ご
存
じ
で
す
か
？

Ｑ
：
市
議
会
の
仕
事
と
は
？

Ａ
：
市
議
会
は
、
市
民
の
負
託
を
受
け
、

市
民
の
声
を
市
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
会
議
を
開
い

て
審
議
し
議
決
し
ま
す
。
そ
の
内
容
と

し
て
は
、
条
例
の
制
定
や
改
廃
、
予
算

の
決
定
、
決
算
の
認
定
、
一
定
の
金
額

▼
審
査
結
果
▲

　
第
２
回
定
例
会
で
は
、
こ
れ

ら
の
議
案
を
含
め
16
件
が
提
出

さ
れ
、
一
部
反
対
が
あ
っ
た
議

案
も
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ

も
原
案
の
通
り
可
決（
同
意
、

採
択
）さ
れ
ま
し
た
。

　
各
議
案
に
対
す
る
議
員
個
別

の
賛
否
の
結
果
に

つ
い
て
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

以
上
の
工
事
や
物
件
の
購
入
の
契
約
、

さ
ら
に
は
副
市
長
や
教
育
委
員
、
監
査

委
員
な
ど
の
選
任
の
同
意
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
議
決
し
た
事
項
に
つ
い
て
正
し

く
実
行
さ
れ
て
い
る
か
監
視
す
る
機
能

も
あ
り
ま
す
。

Ｑ
：
ど
う
や
っ
て
話
し
合
う
の
？

Ａ
：
大
き
く
分
け
て
本
会
議
と
委
員
会

が
あ
り
ま
す
。

【
本
会
議
】

　
全
議
員
が
議
場
で
会
議
を
行
い
、
市

政
に
関
す
る
重
要
な
案
件
に
つ
い
て
、

議
会
と
し
て
の
意
思
決
定
を
行
っ
た
り
、

市
の
方
針
な
ど
に
つ
い
て
一
般
質
問
を

行
っ
た
り
し
ま
す
。
本
市
議
会
で
は
、

年
４
回
、
お
お
む
ね
３
月
、
６
月
、
９

月
、
12
月
に「
定
例
会
」を
、
必
要
に
応

じ
て「
臨
時
会
」を
そ
れ
ぞ
れ
開
催
し
て

い
ま
す
。

【
委
員
会
】

　
市
議
会
で
審
議
す
る
案
件
は
非
常
に

幅
広
く
、
内
容
が
複
雑
化
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
全
て
の
案
件
を
議
員
全
員
で

審
議
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
困
難
で
す
。

そ
の
た
め
、
対
象
分
野
を
分
割
し
、
専

門
的
な
審
査
や
調
査
を
行
う
た
め
に
委

員
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
委
員
会
に

は
、
常
任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会
、

特
別
委
員
会
が
あ
り
ま
す
。

・
常
任
委
員
会

　
常
設
さ
れ
て
い
る
委
員
会
で
、
本
市

で
は
、
総
務
、
経
済
、
文
教
厚
生
、
建

設
消
防
の
４
つ
の
委
員
会
を
設
置
し
て

い
ま
す
。
議
員
は
必
ず
一
つ
の
常
任
委

員
会
に
所
属
し
て
い
ま
す
。

・
議
会
運
営
委
員
会

　
議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
な
ど
を

話
し
合
う
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
委

員
会
で
、
常
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
特
別
委
員
会

　
特
定
の
案
件
を
審
査
、
調
査
す
る
た

め
に
設
置
さ
れ
る
臨
時
の
委
員
会
で
あ

り
、
設
置
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
ま
で

の
一
定
の
期
間
に
限
っ
て
特
別
に
設
置

さ
れ
ま
す
。
本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で「
新
庁

舎
建
設
調
査
特
別
委
員
会
」、「
議
会
改
革

に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
」、「
議
会

基
本
条
例
立
案
に
関
す
る
調
査
特
別
委

員
会
」な
ど
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
本

会
議
で
調
査
結
果
を
報
告
し
て
そ
の
役

目
を
終
え
て
い
ま
す
。「
市
出
資
法
人
調

査
特
別
委
員
会
」は
６
月
に
設
置
さ
れ
て

お
り
、「
一
般
・
特
別
会
計
決
算
審
査
特

別
委
員
会
」は
９
月
に
設
置
予
定
で
す
。

今後の予定について
　９月定例会が予定されましたのでお知らせします。
この日程は予定であり、今後、変更となることが
あります。

第３回定例会（９月）
日 曜　日  会議など
2 金 本会議（提案説明など）

３・4 土・日 休　　会
５・６
７・８

月・火
水・木 常任委員会

9 金 決算審査特別委員会
10・11 土・日 休　　会
12・13 月・火 決算審査特別委員会
14・15
16

水・木
金 休会（整理日）

17・18 土・日 休　　会
19 月 休会（敬老の日）

20・21 火・水 本会議（一般質問）
22 木 休会（秋分の日）
23 金 本会議（一般質問）

24・25 土・日 休　　会
26・27 月・火 本会議（一般質問）
28 水 本会議（表決など）
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